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3
日
間
慎
重
審
議
い

た
だ
き
多
岐
に
わ
た
る
質

疑
や
開
陳
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
各
分
科
会

長
の
報
告
後
本
決
算
を
認

定
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。
市
民
の
立
場
か
ら

数
多
く
の
提
言
や
意
見
は

今
後
の
市
政
に
必
ず
や
反

映
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ま

す
。

総
務
分
科
会

 

〔
主
な
指
摘
事
項
〕

・
支
所
の
耐
震
化
対
策
と

空
き
ス
ペ
ー
ス
問
題

・
自
治
会
等
へ
の
助
成
制

度
・
情
報
化
時
代
へ
の
対
応

問
題

な
お
、審
査
の
中
で
は
、

住
民
の
視
線
に
た
っ
た
貴

重
な
意
見
や
提
言
が
あ
り

ま
し
た
。
是
正
で
き
る
も

の
は
早
急
に
着
手
さ
れ
、

平
成
18
年
度
予
算
に
意
を

配
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

念
願
し
て
報
告
と
い
た
し

ま
す
。

文
教
福
祉
環
境

      　

分
科
会

〔
総
括
意
見
〕

・
教
育
委
員
会
所
管

◦
校
外
学
習
活
動
費
、

修
学
旅
行
の
助
成

お
よ
び
成
人
式
、
ス

ポ
ー
ツ
の
大
会
な
ど

の
諸
行
事
も
含
め
た

行
事
の
統
一
化

◦
教
育
施
設
の
適
正
な

管
理
と
学
校
給
食
の

食
材
の
安
価
な
調
達

と
献
立
の
統
一
化

・
健
康
福
祉
部
所
管

◦
各
種
団
体
な
ど
の
補

助
、
交
付
先
の
会
計

状
況
を
把
握
と
適
切

な
指
導
、
抜
本
的
な

改
革

◦
保
育
園
の
均
衡
あ
る

施
設
運
営
形
態
を
始

め
、老
人
憩
い
の
家
、

介
護
予
防
拠
点
施
設

お
よ
び
子
育
て
支
援

策
な
ど
の
方
向
性
の

検
討

◦
高
島
病
院
の
中
・
長

期
的
な
経
営
計
画
の

具
体
化
と
経
営
の
改

善
◦
訪
問
看
護
体
制
の
整

備

・
市
民
環
境
部
所
管

◦
熱
供
給
施
設
の
将
来

性
と
方
向
性
、
採
算

性
の
検
討

◦
ご
み
収
集
の
方
法
と

合
理
化
事
業
支
援
策

の
検
討

・
決
算
は
総
じ
て
認
定

す
る
も
の
の
5
町
1
村
が

合
併
し
た
高
島
市
の
将
来

目
標
と
し
た
「
未
来
を
担

う
人
づ
く
り
、
文
化
づ
く

り
」、「
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
福
祉
社
会
づ
く
り
」
の

実
現
の
た
め
、
福
祉
、
医

療
、
環
境
お
よ
び
教
育

の
あ
り
方
、
方
向
性
を
十

分
検
討
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

産
業
建
設
分
科
会

〔
主
な
質
疑
〕

・
マ
キ
ノ
町
の
発
芽
玄
米

施
設
に
対
す
る
補
助
金

・
獣
害
問
題

・
今
津
町
の
中
心
市
街
地

活
性
化
の
補
助
金
に
対

す
る
成
果
と
今
後
の
対

応
・
防
衛
庁
関
係
の
補
助
金

・
北
川
ダ
ム
工
事
の
工
法

変
更

・
路
線
バ
ス
関
係

総
合
結
論
と
し
て

現
在
、
民
間
企
業
は
社

会
情
勢
の
厳
し
さ
に
耐
え

な
が
ら
生
き
残
り
作
戦
に

懸
命
の
努
力
を
続
け
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
の
貴
重
な

税
金
の
無
駄
遣
い
は
許
さ

れ
ま
せ
ん
。
補
助
金
は
有

効
な
と
こ
ろ
へ
投
入
し
、

無
駄
な
場
所
や
赤
字
に
垂

れ
流
し
の
と
こ
ろ
は
即
切

る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。　

議
員
報
酬
引
き
上
げ
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

議
長
談
話

本
定
例
会
に
議
員

自
身
に
関
わ
る
報
酬

の
引
き
上
げ
改
定
議

案
が
上
程
さ
れ
、
財

政
き
わ
め
て
厳
し
い

中
で
大
幅
引
き
上
げ

は
、
市
民
理
解
が
得

ら
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
。

議
員
報
酬
問
題

は
、
合
併
協
議
で

の
先
送
り
案
件
で

あ
り
、
市
民
各
層
代

表
に
よ
る
特
別
職
報

酬
審
議
会
で
の
審
議

答
申
額
で
あ
り
、
県

下
既
存
7
市
の
最
低

水
準
で
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
妥
当
で
あ
る

等
、
意
見
は
分
か
れ

苦
渋
の
選
択
可
決
と

な
り
ま
し
た
。

議
会
と
し
て
本

案
可
決
の
重
み
を
深

く
受
け
止
め
、
旧
町

村
時
代
に
優
る
議
員

政
策
、
調
査
活
動
な

ど
で
市
民
の
信
頼
に

応
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
本

案
審
査
を
担
当
し
た

総
務
常
任
委
員
長
報

告
に
あ
り
ま
し
た
議

員
定
数
削
減
問
題
に

つ
い
て
は
、
行
財
政

改
革
を
避
け
て
通
れ

な
い
高
島
市
の
議
会

と
し
て
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
自
ら
の

意
志
で
議
員
定
数
削

減
へ
向
け
た
真
剣
な

取
り
組
み
を
行
っ
て

い
く
所
在
で
あ
り
ま

す
。




